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〇本事例集は、令和８年３月１６日を期限とした個人の確定申告について、所得税（分離の譲渡

所得を除く）の「誤りやすい事例」について取りまとめています。 

 

〇本事例集は、「誤りやすい事例」を載せた後に、正しい解釈・処理方法を提示しています。なお、無用

な文字数・ページ数の増加を避けるため、法令等の引用は避け、国税庁等のホームページを指定する場

合は、ＵＲＬのみを指定し、できる限り転載を避けております。 

 

〇本事例集の文中、文末引用条文の略称は次のとおりとなります。 

(1)法令 

所法・・・・・・所得税法 

所令・・・・・・所得税法施行令 

所規・・・・・・所得税法施行規則 

措法・・・・・・租税特別措置法 

措令・・・・・・租税特別措置法施行令    

措規・・・・・・租税特別措置法施行規則 

復興財確法・・・・・・東日本大震災からの復興のための箆策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法   

通法・・・・・・国税通則法 

相法・・・・・・相続税法 

消法・・・・・・消費税法 

消令・・・・・・消費税法施行令 

耐令・・・・・・減価償却資産の耐用年数等に関する省令 

オン化省令・・・国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令    

改正法附・・・・所得税法等の一部を改正する等の法律附則 

改正令附・・・・所得税法施行令の一部を改正する政令附則 

改正規附・・・・所得税法施行規則の一部を改正する省令附則 

改正措令附・・・・租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則   

改正措規附・・・・租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則 

 

(2)通達 

所基通・・・・・所得税基本通達 

措通・・・・・・租税特別措置法通達 

消基通・・・・・消費税法基本通達 

耐通・・・・・・耐用年数の適用等に関する取扱通達 
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一 確定申告の申告義務等 

 

〇誤りやすい事例 １ 

1 か所から給与（年末調整済）の支払を受け、給与以外の所得が 20 万円以下である人が、申告

納税額が黒字になるとして確定申告を行った。 

 

▼ポイント 

1 か所から給与（年末調整済）の支払を受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得が 20 

万円以下、又は 2 か所以上から給与の支払を受けている者で、年末調整を受けていない従たる給与 

等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が 20 万円以下の場合、申告義務は

ありません。 

 

【参考】 

国税庁サイト 「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 ２ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 

 

 

〇誤りやすい事例 ２ 

給与所得が 1 か所（年末調整済）で、給与所得及び退職所得以外の所得が 20 万円以下であ

る納税者は、確定申告を要しない者であるから、医療費控除の適用を受けるための還付申告書を提

出するときにも、給与所得のみで申告すればよいと考えた。 

 

▼ポイント 

確定申告を要しない者（所法 121）が、還付申告書を提出する場合には、給与所得及び退職所得

以外の 20 万円以下の所得も含めたうえで申告する必要があります（所法 122①）。 

ただし、確定申告を要しない配当所得等又は上場株式等の譲渡による所得を除く (措法 8 の 5、37

の 11 の 5)。 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm



















































